
1 

 

  業務連絡報 

２０１９年 ５月１５日  第１４４２号 

  国鉄労働組合東日本本部 

  発行責任者  大沼 元 

  編集責任者  伊藤 隆夫 

 

 

 

 

 

 昨日、ＪＲ東日本より「賃金制度等の改正について」の提案・説明を受けまし

した。今回の内容は、①新たなジョブローテーションの実施に伴う賃金制度の改

正、②旅費制度の改正、からなる改正についてです。 

 具体的な改正内容については、以下の通りです。会社提案資料を添付しますの

で、参考にしてください。また、今後の扱いについては、６月１日に開催する、

各地方書記長・組織部長会議にて相談し対応を図ります。 

 

 

【賃金制度等の改正について】 

 

＜改正趣旨＞ 

 新たなジョブローテーションの実施に伴い、より多様な業務に従事すること

による能力の伸長とその発揮及び鉄道事業における勤務の特殊性、不規則性に

対する措置の充実を目的として賃金制度を改正するとともに、旅費制度につい

て実態に応じた支給方法に改正する。 

 

１．新たなジョブローテーションの実施に伴う賃金制度の改正 

（１）基本給の調整の見直し≪基本給加算（キャリア加算）の新設≫ 

 発令を受け、その該当する区分（＊１）が２以上に達した場合、基本給額に２，

０００円を加える。ただし、１回に限ることとし重複適用はしない。 

 これにより、３職経験、運転士等から駅等への異動及び運転士等から運転士等

以外への職名の異動に伴う基本給の調整は廃止。 

＊１ 「営業」「輸送」「乗務員」「車両」「施設」「電気」「事務」「医療」「企画部門」「出向」 

 

（例） 

〔営業〕等 →〔輸送〕・〔企画部門〕・〔出向〕等、発令によって「区分」が２つ

以上にわたった場合は、基本給に２千円を加える。 

ＪＲ東日本が賃金制度等改正を提案 

家財運送料等の改善が図られる 
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（移行特別措置） 

①昭和６２年４月１日以降の発令により該当する場合には同額を加算。 

②令和２年４月１日現在、満５５歳以上の社員については、賃金規程附則（平成

２４年３月８日人達第９号）第３項を適用した額を加える。 

 

（２）夜勤手当の見直し 

 １時間当たりの単価、【３５/１００】→【４０/１００】に見直し。 

 

（３）職務手当の見直し 

 乗務係等への職名変更に伴い、これまで車掌見習の技術指導担当【４，０００

円】→【５，０００円】に見直し。 

 

２．旅費制度の改正 

（１）旅費の種類の見直し 

・日当及び宿泊諸雑費を廃止する。（廃止例）出張、巡回、助勤や乗務時の日当。

今後は、必要な経費（他社線の電車賃など）が生じた場合、実費にて支給。 

・連絡旅費を業務旅費とし、社員が業務のため旅行した場合は、交通費は実費、

宿泊料は１３，０００円を支給する。ただし、会社が経費を負担して宿泊した

場合は、宿泊料を支給しない。 

 

（日当等の廃止に伴う特別措置として一時金を支給） 

①社員個々の過去３年分の日当等の支給実績（業務連絡旅行の日当については

必要な調整を行う）に基づく１箇月平均の支給額を基礎額とする（端数処理あ

り）。 

②基礎額に３６を乗じた額を、一時金として支給する。 

 ＊退職までの月数が３６箇月に満たない場合は、退職までの月数を乗じる数

を上限とする。 

 ＊定年後、会社において勤務するエルダー社員となった場合には調整措置を

設ける。 

③支給時期は、令和２年度夏季手当支給時。 

 ＊グリーンスタッフ、エルダー社員（出向休職を除く）にも契約期間に応じて

一時金を支給する。 

（例） 

 １箇月平均の支給額が６，０３０円の場合（定年まで３年以上） 

 ６，０００円（単数処理） × ３６ ＝ ２１６，０００円 
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（２）赴任旅費の見直し 

 ・異動に伴う転居に係る費用に対して支給している移転料と家財運送料につ

いて、支給方法を以下のとおり見直す。 

＜移転料＞ 

 現行【２０，０００円】＋【２夜分宿泊料・日当】 

改正【４０，０００円】＋【その他、宿泊が発生した場合の実費】 

＊扶養親族移転料は、社員の赴任に伴い扶養親族の住居を移転した場合に、扶

養親族１人当たり１０，０００円を支給する。 

 

＜家財運送料＞ 

 ・家財運送料は会社が定める範囲内で会社が実費を負担し、会社間清算へ変更

する。 

 ・専用窓口経由で希望日や業者を調整し、費用は会社が精算する。 

 

（３）外国旅行の旅費の見直し 

 ・地域・役職別であった日当や渡航準備の支度料を廃止し、渡航諸費として地

域・役職に関わらず９，０００円（日額）を支給する。 

 

３．実施期日 

  令和２年４月１日 

 

 

 

 

 

ＪＲ東日本より、在来線電車の保全体系の見直し（電車の検査周期延伸）につ

いて説明を受けました。 

 今回の見直しは、「２００２年度より、新系列車両を対象に、装置の性能や状

態に合わせて検査周期や検査内容を適正化した検査体系である『新保全体系』を

実施し、その後、新系列車両の増加や投入線区の拡大をふまえ、装置の寿命に合

わせて、より最適な時期にメンテナンスを実施するため、特急ではＥ６５３系以

降、通勤・近郊ではＥ２３１系以降の車両を対象に、２００９年度より保全体系

見直しに向けた検討を進めてきた」としています。 

 その上で、「テストカーの検証結果をもとに、部外有識者を交えた委員会にお

いて技術的検証が行われ、安全上問題がない」となったことから、以下の内容に

て、「保全体系の見直しを実施する」としています。 

在来線電車の保全体系の見直しについて 

（電車の検査周期延伸）説明される 
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１．適用時期 

 ２０１９年７月１日～ 

 

２．対象形式 

 新保全体系対象形式のうち、「２０９系、Ｅ２１７系、Ｅ５０１系、Ｅ１２７

系 ２５５系、７０１系、２０５系５０００代」を除く形式 

 

３．実施内容 

 （１）機器保全 

指定保全・・・８０万ｋｍを超えない期間ごと 

    装置保全・・・１６０万ｋｍを超えない期間ごと 

（２）車体保全・・・３２０万ｋｍを超えない期間ごと 

   ＊機能保全については変更なし 

 

 

４．検査周期延伸の移行方法 

  適用時期以降に装置保全または車体保全を実行した車両から次回の検査周

期を延伸して周期の変更を明確にする。 

  ただし、新製後に機器保全（指定保全・装置保全）を施行していない新車に

ついては、新製から検査周期の延伸を適用する。 

 

５．検査周期延伸後の検査内容の変更箇所 

  試験車両での検証結果等を踏まえ、検査周期延伸後も車両の品質を保つた

めに、以下の装置について検査内容を変更する。 
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【主電動機（開放型）の軸受】 

  １２０万㎞を変えて使用する場合は、６０万㎞から１２０万㎞を超えない

期間で主電動機回転子風穴の気吹き清掃を行い、２４０万ｋｍを超えない期

間で軸受を交換 

【空気式戸閉装置】 

  解体検査周期を車体保全から装置保全へ変更 

【台車枠】 

  ブレーキテコ受溶接部、主電動機受溶接部の改修対象台車枠は、当該箇所の

溶接部の探傷検査を１６０万ｋｍを超えない周期で実施 

  

＊上記内容については、電車整備標準（規程）及び台車枠検査マニュアルに明記

する。 

 

以上 

  

 


